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第１章 計画の策定にあたって  

１ 計画策定の背景  

本市では、平成 26（2014）年３月に、障害者基本法第 11 条第３項における「市町村障害
者計画」に位置づけられる計画として、平成 26（2014）年度から令和５（2023）年度まで
を計画期間とする「⻄東京市障害者基本計画」を策定しました。同計画は中間年である平成
30（2018）年度に、計画の⾒直し（改定）を⾏い、障害のある人の本市における暮らしに関
する総合的な施策を推進してきました。 

また、令和３（2021）年３月には、障害者の⽇常⽣活及び社会⽣活を総合的に⽀援するた
めの法律（障害者総合⽀援法）の第 88 条第１項に基づく「市町村障害福祉計画」と、児童福
祉法の第 33 条の 20 第１項に基づく「市町村障害児福祉計画」に位置付けられる計画として、
「第６期⻄東京市障害福祉計画・第２期⻄東京市障害児福祉計画」を⼀体的に策定しました。
同計画は３年に１度の⾒直し（改定）が法律によって定められ、障害のある人に必要な障害福
祉サービスや障害児通所⽀援等の福祉サービスの適切な⾒込み量を定め、提供体制の確保に
努めてきました。 

この度、「⻄東京市障害者基本計画」と「第６期⻄東京市障害福祉計画・第２期⻄東京市障
害児福祉計画」が同時期に計画期間が満了することに伴い、これまでの本市における障害福
祉の取組の総合的な評価を踏まえ、不⾜している障害福祉サービスや⽀援の拡充・強化を図
り、障害のある人やその保護者・介助者に対して、乳幼児期から⾼齢期に至る、⽣涯にわたる
切れ目のない障害福祉サービスや地域⽣活への⽀えを提供するための、「第３次⻄東京市障害
者基本計画・第７期⻄東京市障害福祉計画・第３期⻄東京市障害児福祉計画」を策定しまし
た。 
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近年の障害福祉をめぐる主な制度等の改正は次の通りです。 
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２ 計画期間  

本計画の計画期間は、「第３次⻄東京市障害者基本計画」を令和６（2024）年度から令和 15
（2033）年度までの 10 年間を計画期間とし、「第７期⻄東京市障害福祉計画・第３期⻄東京
市障害児福祉計画」を令和６（2024）年度から令和８（2026）年度までの３年間を計画期間
としています。 

 
３ 計画の対象  

本市では、これまでも障害者手帳所持者や障害福祉サービス対象者に限らず、障害や発達
に⼼配がある人やその家族等も⽀援の対象としてきました。 

近年の障害者総合⽀援法の改正に伴う、対象となる難病の拡大、発達障害や⾼次脳機能障
害への⽀援、医療的ケアを必要とする人や⼦どもへの⽀援等の必要性に加え、市⺠の⽣活環
境の多様化・複雑化していることに加え、令和２年から数年間にわたる新型コロナウイルス
感染症の感染が拡大した状態（以下「コロナ禍」という。）は 、それまでの経済活動や⽣活様
式を大きく変えました。ほかの感染症の感染拡大が発⽣するなどした際には、福祉的な⽀援
の必要性が⾼まることも考えられることから、新型コロナウイルス感染症によって⽣じた福
祉的な課題を関係者間で共有すると共に、コロナ禍をきっかけとし、新しい⽣活様式として
広がったオンラインツールを活用していくことが期待されています。 

障害福祉サービスの利用の状況に着目するだけでなく、社会的障壁によって⽇常⽣活に⽣
きづらさを感じている市⺠の不安や不満を解消することを目的に、障害福祉施策を推進して
いきます。 

※本計画では、特に分けて記載しない限り、障害のある人には、「⾝体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）そ
の他の⼼⾝の機能の障害（以下、「障害」と総称する。）のある人であって、障害及び社会的障壁により継続的に⽇常⽣
活又は社会⽣活に相当な制限を受ける状態にあるもの」としています。なお、発達障害には発達障害の特性がいくつか
⾒られるものの、診断基準をすべて満たしているわけではなく、確定診断ができない状態を含みます。 
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４ 計画の策定プロセス  
（１）課題抽出のプロセス  

本計画の策定に当たっては、施策の評価による点検とアンケート調査やヒアリング調査に
よる市⺠や⽀援者、障害福祉サービス事業者等の意⾒を踏まえつつ、有識者・⽀援者及び市⺠
等で構成される⻄東京市地域自⽴⽀援協議会計画策定部会において、障害者施策の課題を整
理しました。 

１）計画の進捗評価 
前計画に位置付けられた事業・取組について、施策の達成状況等を確認しました。 
 

評価の実施状況 
評価方法 担当課による評価 

評価指標︓A から E までの５段階評価 
A︓施策内容に対して目的を達成できている    D︓課題の把握までで検討・⽴案に至っていない 
B︓改善の余地はあるが、概ね具体化できている  E︓未着手 
C︓事業の検討・⽴案までで具体化できていない 

 
２）アンケート調査・ヒアリング調査の実施 

障害のある人やその保護者の⽣活上の困りごと、施策ニーズ、福祉サービスの利用状況や
今後の利用意向、利用上の問題を把握することを目的に、市⺠を対象としたアンケート調査
と、当事者・家族団体や障害福祉サービス事業者を対象としたヒアリング調査を⾏いました。 

 
３）⻄東京市地域自⽴⽀援協議会計画策定部会における審議 

⻄東京市地域自⽴⽀援協議会計画策定部会において、基礎情報の整理及びニーズ調査の設
計を⾏った後、前計画の事業評価とニーズ調査の結果分析を実施し、障害者施策における課
題整理を⾏いました。 

 
 
 
 
 
 


